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多店舗展開企業における管理監督者の簡園の適正化に係る

監督指導に係る措置に当たって留意すべき事項について

多店舗展開企業における管理監督者の範囲の適正化に係る監督指導の実施については､

平成 20年 4月 1日付け基監発第 0401002号｢多店舗展開企業における管理監督者の範囲の

適正化に係る監督指導について｣(以下 ｢監督実施通達｣という｡)により指示したところ

であるが､当該監督指導に係る是正勧告等の措置 (以下 ｢措置｣という｡)に当たっては､

監督実施通達の記の第 2の-6において指示した事項に加え､下記の事項に留意の上､的確

に対応されたいo

1 措置の実施時期

2 法違反に対する措置の具体的な内容








